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知っておきたいお金と税金のことがよくわかる

CONTENTS 2ページ

親から借りたお金が贈与に!? 思わぬ課税に要注意
3ページ今からできる相続対策

遺言書の内容と異なる遺産分割協議はできる？
4ページなかなか聞けない相続Q&A

手軽に
読める

数字でみる相続
　国税庁が発表した『平成28事務年度における相続税の調査の状況
について』によると、贈与税の申告漏れ等の非違件数のうち、現金・
預貯金等が占める件数は2,725件と、全体の73.1％を占めていました。
申告漏れ課税価格は１件当たり5,153万円と、その前年度の１件当た
り540万円から約10倍と跳ね上がっています。また、前年度、前々年
度のデータでは、申告漏れ課税価格についても、85％以上が無申告

のケースとなっていましたが、平成28事務年度では課税価格の7.6％が無申告でした。これは多額の資産を有する
富裕層を重点的に調査・管理する『重点管理富裕層プロジェクトチーム』の影響もあると考えられています。
　贈与税の正しい申告を行うためには、正しい知識が不可欠です。本誌３ページでは、『親子間の借金による財産
移転が贈与だとみなされないためのポイント』についてご紹介しています。ぜひご一読ください。
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事業承継ニュース

相続・贈与マガジン



＜表1＞

＜表2＞
要　件

経営承継期間
（申告期限翌日から5年）

要件の概要

・後継者は代表者であり続けること
・後継者は株式を保有し続けること
・会社の雇用を平均80％以上維持すること（満たせない場合、書類の提出で猶予継続）
・資産管理会社に該当せず、上場会社・風俗営業会社に該当せず、主たる事業からの
収入金額がゼロとはならず、資本金・準備金を減少せず、解散せず、種類株式（黄金
株）を後継者以外の者が保有していないこと

経営承継期間経過後

・株式を保有し続けること（全部又は一部）。なお、経営環境変化（過去3年のうち2年
以上赤字など）に該当する場合、売却・合併・解散する時は、その時点でも株式評価
による税額を再計算し、承継時の納税猶予税額との差額を免除する
・代表権維持、雇用維持要件、上場会社・風俗会社の制限の要件なし
・資産管理会社に該当せず、主たる事業からの収入金額がゼロとはならず、資本金・
準備金を減少せず、解散していないこと（経営環境変化がある場合解散OK）

要　件

先代経営者

要件の概要

・会社の先代代表者（贈与前に退任要）で、後継者を除いた同族関係者の中で筆頭株主
（議決権ベース）であること
・他の同族関係者と合わせて議決権の過半数を有すること
※贈与者が複数の場合、先代経営者以外の贈与者による贈与は、先代経営者の贈与以後に行うこと

後継者

・会社の代表者であること
・他の同族関係者と合わせて議決権の過半数を有すること
・同族関係者の中で筆頭株主（議決権ベース）であること
※後継者が複数の場合には、総議決権数の10％以上の議決権数を保有し、かつ、後継者と特別な関
　係がある者（他の後継者を除く）の中で最も多くの議決権数を保有することとなること
・贈与の場合、３年以上役員で、かつ、贈与した時点で20歳以上であること

会　社

・会社及び会社の特定特別関係会社が、中小企業者で、かつ、上場企業・風俗営業に
該当しないこと
※特定特別関係会社…特別関係会社（代表者及び同族関係者が議決権の50％超を保有する会社）
　のうち、代表者及び生計を一にする親族が議決権の50％超を保有する会社
・資産管理会社でないこと。ただし、３年以上商品販売業等を営み、親族外従業員の数が
常時５名以上であり、事務所等を有する場合はOK
※資産管理会社…有価証券、自ら使用していない不動産、現金・預金等の特定の資産の保有割合が
　総額の70％以上の会社や、これらの特定の資産からの運用収入が総収入の75％以上の会社

事業継承ニュース

＜入口要件＞
　新税制の適用を受ける際に、先代経営者・後継者・対象会社の要件（表1）
のすべてを満たす必要があります。

＜事後要件＞
　新税制は、納税の猶予からスタートします。贈与の場合には先代経営者（贈
与者）が死亡した時等に後継者が猶予されていた贈与税が免除されます。納
税の猶予なので、猶予期間中に守らなければならない『事後要件』があり、継
続届出書の提出かつ申告期限から5年間の承継期間に順守が必要な要件と、
5年経過後も順守が必要な要件（表2）によって構成されます。
　当然のことながら最初の5年間の方が厳しく、代表者であり続けること、株
式を継続保有（すべての承継株式）し続けることなどを守る必要があります。5
年経過後は、代表者を退任すること、株式を売却することも可能ですが、株式
を売却した場合には売却分に応じた猶予税の納付をしなければなりません。
なお、経営環境変化事由に該当する場合は税金の再計算が認められます。
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新しく生まれ変わった事業承継税制（以下、新税制）。適用要件としては、適用を
受ける際の『入口要件』と、適用を受けた後その税金が免除されるまで（死亡等
まで）の期間中に順守しなければならない『事後要件』によって構成されます。連
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今からできる相続対策

　ローンを組む場合、金融機関で組
むと、返済期間や金利面での融通が
ききにくいことから、「（子供に）金融
機関から借金をさせるくらいなら自
分が貸す」と考える親御さんも少なく
ありません。
　しかし、親子間の借金は融通がき
きやすい反面、返済が滞ったり、お
金がある時だけ返済したりというこ
とになりやすいものです。客観的に返
済の事実が見えないと、借金ではな
く贈与と判断されてしまう可能性が
あります。

 

　思わぬところで贈与税を課税され
ることのないよう、親子間の貸借関
係は客観的にわかるようにしておか
なければなりません。そのポイントは
大きく４つです。

（1）第三者との間で金銭消費貸借
契約を結ぶときと同じレベルの借用
書を作成する
（2）返済は現金の受け渡しではなく
銀行振込にする
（3）無金利にすると金利分が贈与と
みなされる可能性があるため、金利
を設定する
（4）現実的に返済可能な額と期間
を設定する

 

　もし、債権者である親が死亡した
場合、その貸付債権は相続財産に
含まれることになります。
　債権者と債務者が同一となった
場合、民法上は債権債務が消滅し
ます。これを『混同』といいます。相続
税法上は、債権が相続財産となりま
すが、相続税が発生したとしても相
続人は１人なので、問題になること
は少ないでしょう。問題が起こり得る
のは、相続人が他にもいる場合です。
債権が他の相続人に相続されること
によって他の相続人に対して返済義
務が生じるだけでなく、他の相続人
は債権が課税されている分、相続税
を余計に払わなければならなくなる
可能性も出てきます。
　そのような相続時のトラブルを避
けるために、債権者（親）は遺言書を
作成しておきましょう。作成時は下記
のようなことを考慮するべきです。

（1）債務免除を記載し、債権を消滅
させておく（債務免除されても相続
税がなくなるわけではありません）
（2）借金していた子供が債権を相続
するような形で遺産を分割する

　親子間の財産移転が贈与か相続
かによって、予想される展開は異なり
ます。思わぬ税金を課されないよう
注意しましょう。
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親子間の財産移転は
贈与とみなされやすい？

贈与とみなされないための
４つのポイント

親が亡くなった場合は
どうなる？

自分の家を購入する費用や自分の子供の教育費用など、さまざまな事情か
ら、両親に借金をすることがあります。この借金が贈与とみなされれば、贈与
税が課税されてしまいます。仮に2,000万円の贈与だとみなされると、（子や
孫への贈与の場合）600万円近くの贈与税がかかることも。そこで、借金によ
る財産移転が贈与だとみなされないためのポイントなどを解説します。
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なかなか聞けない相続Q&A

遺言書の内容と異なる遺産分割協議はできる？
父親が亡くなり、遺言書
が見つかりました。しか

し遺言書の内容に納得がいかな
いため、そのとおりに相続を進め
ずに、相続人で話し合って遺産分
割を行いたいです。それは可能な
のでしょうか？

遺言書の内容と異なる遺
産分割協議をすることは

可能ですが、条件によっては異な
る分割ができないこともありま
す。また、不動産がある場合は登
記の際に注意が必要です。

　原則として、遺言書に書かれ
た内容は、被相続人が亡くなっ
たときに効力が発生します。しか
し、相続人の全員が遺言書の内
容を把握した上で、遺言書とは
異なる内容の遺産分割を行うこ
とに合意している場合には、遺言
書の内容と異なる内容で遺産分

Q

A

割協議をすることができます。こ
の点において国税庁は、『受遺
者が事実上放棄をし、共同相続
人間で遺産分割が行われたも
のとみる』としています。
 
●異なる遺産分割協議ができな
　い場合とは？
　ただ、以下の場合には遺言書
と異なる遺産分割協議はできま
せん。

（1）相続人全員の同意が得られ
ていない場合
（2）相続人以外の受遺者がい
て、その受遺者の同意を得られ
ていない場合
（3）被相続人が遺言書の内容と
異なる遺産分割協議を遺言書
で明確に禁止している場合
（4）遺言執行者が設定されてお
り、遺言執行者が遺言と異なる
遺産分割協議に同意しない場合

　（4）の場合には、一旦遺言書
どおりの相続を行った上で、新
たな契約として財産の移転を行
う必要があります。
 
●遺言書と異なる人物に不動産
　を相続させたい場合は？
　『Aに不動産を相続させる』と
遺言書に明確に相続人が指定
されており、遺産分割協議でBに
不動産を相続させたい場合は、
まずAに相続を原因とした所有
権移転登記を行った上で、Bが
贈与、または交換を原因とした所
有権移転登記を行う必要があり
ます。ただし、A、Bが法定相続人
で、特定受遺者でなければ、これ
により新たに贈与税等が課税さ
れることはありません。
　遺言書と異なる内容の遺産分
割を行う際は、ケースによって異
なるため、事前に専門家に相談
してから対処しましょう。


	10_01_B
	10_02
	10_03
	10_04C

